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はしがき

　「スポーツ法」──近年ではようやく馴染みある概念となりつ
つありますが，かつてはわが国の法曹関係者から奇異の目で見ら
れることも少なくありませんでした。伝統的な法学で扱ってきた
法的問題とスポーツの世界がどう関係してくるのか，そのこと自
体にイメージがわかない方がほとんどというのが，当時の状況で
ありました。
　私自身について言えば，「スポーツ法」という概念に初めて出
会ったのは，大学院生時代に米国の判例・法令データベースの講
師のアルバイトをしていた時でありました。当時，業務都合を理
由に高額な米国の判例・法令データベースを自由に使えることは
自分自身の研究にとって大変に有難いことでしたが，その利用の
過程で，データベースの中に“Sport Law”というカテゴリーが
当たり前のように存在していることに私は驚き，どんな判例があ
るのか興味のままに読み耽ったことを，今でも鮮明に覚えていま
す。
　その後，わが国初めてのスポーツ仲裁機関として「日本スポー
ツ仲裁機構」が設立されることになり，仲裁法の専門家としてそ
の設立・運営に様々な助力をすることとなりました。また，「日
本アンチ・ドーピング規程」の策定，「日本アンチ・ドーピング
規律パネル」の設立・運営にも関与するようになりました。そし
てその過程で，自ら「スポーツ法」を学び，実践するようになり，
また，本書の分担執筆を引き受けていただいた「仲間」たちにも
出会って，様々に協働するようになりました。また，そうした中
で，「スポーツ法」という概念も，わが国において浸透していっ
たと考えていました。
　しかし，それは十分ではなかったようです。現在，コロナ禍の
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東京でのオリンピック・パラリンピック競技大会の開催を直前に
控え，様々な場で様々な議論が行われています。しかし，そこに
おいて法的な視点が欠けていることは否めません。「スポーツ法」
の基礎的な知識があれば，前提に関する不必要な誤解・議論の混
乱はなかったように思えますし，より整理された形で建設的な議
論ができたように思えてなりません。
　本書は，「スポーツ法」にまだ馴染みのない方々に，東京オリ
ンピック・パラリンピック競技大会の開催を一つの契機として，
この分野に興味を持っていただくとともに，この分野が扱う様々
な内容につき具体的にイメージしてもらうことを目的とするもの
です。当初は雑誌「法学教室」におけるリレー連載として公表さ
れましたが，想定以上に反響があったため，幾分かの加筆をした
上で書籍としてここに発刊されることとなりました。
　「スポーツ」が人々の生活を豊かにするために必須の存在であ
る以上，「スポーツ法」の必要性は今後ますます拡大すると予想
されますし，マーケットの拡大も同様と思われます。その意味で，
これから法曹界を目指そうとする学生のみなさんや，若い世代の
実務法曹・研究者の方々が，本書を通じて「スポーツ法」に興
味・関心を持ち，わが国の「スポーツ法」の新たな担い手となっ
ていただけたら，これに優るよろこびはありません。
　それでは，「スポーツ法」の世界へようこそ。

2021 年 5 月

執筆者を代表して
立教大学教授・弁護士　早川吉尚
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1 本書の趣旨と全体像

Ⅰ はじめに──ある架空の事案
　2021 年 8 月 X日，東京の新国立競技場は異様な熱気に包まれ
ていた。東京でのオリンピック開催は 2度目ではあったが，1964
年の 1度目のオリンピック開催の時とは全く異なる事態が相次い
で発生し，そのための対応に関係者は慌てふためくこととなって
いた。
　本日開催されるオリンピック種目の中でも花形の一つである女
子X競技において，世界的に人気・実力が最も高いA選手の姿
が会場に見当たらない。そのことに会場に詰め掛けた大勢のファ
ンは驚き，怒りの声をあげるものさえいた。一部報道によればど
うやら，数日前に開催された別の競技の決勝で 1位となった後，
すかさず行われたドーピング検査において，A選手から採取さ
れた尿検体から禁止物質が検出されたため，A選手に「暫定的
資格停止」の処分が下されたらしい。しかし，別の報道によれば，
尿検体から禁止物質が検出されたからといって，すぐにドーピン
グ違反となるわけではないらしい。その点は，スイスのローザン
ヌに本拠を置く「スポーツ仲裁裁判所」が，オリンピック期間中
に東京の「日本国際紛争解決センター」において臨時部を開設し
ており，そこで最終判断が下されるらしい。しかしその判断は，
本日の女子X競技の開催までに間に合うのか。もしもその判断
が女子X競技の開催後に下され，しかも，A選手はドーピング
違反ではないという判断であったとしたら，女子X競技に出ら
れなかったA選手があまりに可哀想ではないか。A選手の潔白
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を信じる大勢のファンからは，憤りの声があがり，会場ではA
選手の名前が連呼され続けるという事態となった。
　他方，一部報道によれば，同じ女子X競技に出場する予定で
あったB選手についても，数日前に開催された別の競技の決勝
の後に行われたドーピング検査において，採取された尿検体から
禁止物質が検出されたため，「暫定的資格停止」の処分が下され
たらしい。もっとも，B選手は人気・実力においてはA選手に
ははるかに及ばず，資力という点でもはるかに及ばない。そのた
め，最終判断を行う「スポーツ仲裁裁判所」の東京の臨時部にお
けるスポーツ仲裁手続において，本国において急遽集められた多
数の弁護人団を送り込んできたA選手に比して，B選手は日本
において無料で利用できる日本人弁護士を代理人として使わざる
を得ないということであった。そのため，同様の状況にあるA
選手とB選手につき，それぞれに対する最終判断が異なるよう
な事態が生じるのではないか。この点も，マスコミの注目の的と
なっていた。
　もっとも，女子X競技に関しては，かかるドーピング違反だ
けが紛糾の種ではなかった。A選手のライバルであり，世界に
おいて人気・実力をA選手と二分するC選手が，本国が東京オ
リンピックに派遣する代表チームのメンバーに入っていなかった
のである。このことはC選手の大勢のファンを驚愕させ，また，
一部報道によれば，C選手自身もその本国において，国内競技団
体の選手選考の不当性を訴えてスポーツ仲裁を申し立てたとのこ
とであった。ただ，その国の代表選考に責任を有する国内競技団
体は，代表選考には国内競技団体に一定の裁量権があるとして，
かかる仲裁申立てに強く反発しているとのことであり，仲裁手続
の最終的な結論は予想できないとの一部報道もあった。また，C
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選手が選考されなかったことの背景には，選手の肖像権やパブリ
シティ権は競技団体に属するという取扱いがその国では長らく行
われていたところ，世界的に人気・実力を有するC選手がかか
る取扱いに反発して競技団体と対立関係になっていたという事実
があるとの一部報道もあった。いずれにしても，かかるスポーツ
仲裁手続の判断次第では，C選手がその国の代表チームに復帰し，
東京の会場に姿を見せるのではないかとの期待が寄せられており，
本日C選手が会場に現れるか否かという点も，会場の異様な熱
気を高める要因となっていた。
　また，女子X競技については，他にも問題が発生していた。
すなわち，人気・実力では，A選手やC選手の次に位置するD
選手が，「アンドロゲン過剰症（男性ホルモンのテストステロンが
多く分泌されて男性化を引き起こす内科疾患）」であり，身体の形状
は女性であったとしても生物学的には男性であるとして，国際競
技団体によって女子X競技には出場ができないとされていたの
である。しかし，D選手はこれに反発し，やはり，「スポーツ仲
裁裁判所」に仲裁を申し立てていた。その結論も昨晩に出たはず
であり，やはりその結果次第では，本日D選手が会場に現れる
のではないかという期待も高まっていたのであった。
　さらに，東京ではオリンピックの閉幕後にパラリンピックが開
催される予定となっているが，障がい者スポーツにおける女子
X競技においてこれまで絶対王者であったE選手が，今回はパ
ラリンピックではなくオリンピックの女子X競技の代表として
エントリーしてきたことも注目の的であった。しかしこれに対し
ては，E選手が左脚の膝から下に装着している炭素繊維製のブ
レード義足が，健常者の脚よりも競技能力を向上させる機能を有
しているのではないかが問題視され，やはり国際競技団体はその
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エントリーを拒絶していた。しかし，E選手はこれに納得せず，
やはり，「スポーツ仲裁裁判所」に仲裁を申し立てていた。その
結論も昨晩に出たはずであり，やはりその結果次第では本日E
選手が会場に現れるのではないか，その話題でも会場はヒートア
ップしていた。
　さらに，会場をヒートアップさせる要因がもう一つあった。そ
れは，2020 年のオリンピック開催都市の決定の際に，東京は他
の 2つの都市（イスタンブール，マドリード）と競争することとな
ったが，かかる競争を勝ち抜くため，開催都市の決定に投票権の
ある「国際オリンピック委員会」（IOC）の委員の一部に賄賂が
渡されたのではないかという疑惑が，フランスの「予審判事」に
より持たれており，その下での捜査の結果次第では，当時の招致
委員会のトップが起訴されるか否かが決定されるとの報道であっ
た。その報道によれば，その決定が下される予定日が本日であり，
会場はその噂でも持ちきりであった。

Ⅱ 本書の趣旨と全体像
　上記は，あくまで架空の事案である。しかし，かかる事案を作
成するにあたっては，実際に起きた本当の事件を参考にしている。
すなわち，架空の事案ではあるものの，来る東京におけるオリン
ピック・パラリンピックの開催の前後において，これに近い事象
が発生する可能性は十分にあるのである。
　本書は，2020 年から 2021 年に延期される形で開催される東京
でのオリンピック・パラリンピックを契機として，現代における
スポーツにおいていかに法学が深く関係しているのかを，読者の
方々に理解してもらうことを目的とするものである。そして，か
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5 アンチ・ドーピング・
ルールの目的と手続

Ⅰ はじめに
　項目 1では，2020 年東京オリンピックを基にした架空の設例
として，女子X競技において，注目選手であるA選手（及び，
同競技に出場予定であったB選手）にドーピング検査で陽性反応が
出て「暫定的資格停止」の処分が下されたという事案が紹介され
ていた。本書では，この設例に沿った形で，スポーツの世界にお
けるドーピング違反を取り締まるためのルール（アンチ・ドーピ
ング・ルール）の目的・手続とその内容（実体）について，本項
目と項目 6の 2回に分けて論じたい。
　まず，本章では，①アンチ・ドーピング・ルールの全体を俯瞰
した上で，②各選手がそのルールに拘束される理由，③「暫定的
資格停止」と最終的な「資格停止」の違い，そして，④オリンピ
ック開催期間における規律手続という各点を中心に説明したい。

Ⅱ アンチ・ドーピング・ルール

⑴　世界アンチ・ドーピング規程

　現在，ドーピングを取り締まるためのルールは，カナダのモン
トリオールに本拠を置く「世界アンチ・ドーピング機構」（WADA）1）

1）　https://www.wada-ama.org/（最終アクセス日：2021 年 4 月 18 日）
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と呼ばれる機関が中心となり，数多くのスポーツ関連団体・競技
者の関与を受けながら策定されている。
　このルールは，世界アンチ・ドーピング規程（World Anti-
Doping Code：通称“WADA規程”）と呼ばれ，国際基準やガイド
ライン等と呼ばれる下位規範と共に，スポーツにおけるアンチ・
ドーピングの分野の統一ルールとしての役割を果たしている2）。
　まず，WADA規程は，アンチ・ドーピング・ルール（以下，
単に「ルール」と呼ぶこともある）の頂点に立つ規則であり，ドー
ピングのないスポーツに参加するという競技者の基本的権利を保
護し，もって世界中の競技者の健康，公平及び平等を促進するこ
とを目的として策定され，ドーピングに関わる一連の手続（ドー
ピング・コントロール），教育及び研究活動，関連団体・組織の役
割・責務等の様々な分野により構成されている。
　このうち，個々の選手（競技者）にとって特に重要なのは，
ドーピング・コントロールに関するルール，とりわけ，「ドーピ
ング行為」とされる類型と，これに対する「制裁措置」の賦課の
2点である。現行のWADA規程においては，「ドーピング行為」
として全部で 11 種類の行為類型が定められており，違反者には
一定の制裁措置が課されることになる。
　なお，実際に適用されるルールとしては，WADAが作成した
「モデル規則」に基づき，各国や各競技の特殊性・実情を考慮し
て修正（ローカライゼーション）されたものが利用されている。

2）　WADA規程は，概ね 4年～ 6年に 1回の頻度で大規模な改定が行われており，
現行版は 2021 年 1 月 1 日に発効したものである。なお，後述する国際基準も，毎年
更新される「禁止表国際基準」を除き，原則として同様のタイミングで改定が行わ
れている。
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1 0 性と障がいから考える
スポーツと憲法

Ⅰ 架空の事案
　本項目に与えられた課題は，つぎのような「架空の事案」につ
いて，憲法の観点から考えることである1）。
　事案①──女子X競技のD選手は，「アンドロゲン過剰症（男
性ホルモンのテストステロンが多く分泌されて男性化を引き起こす内

科疾患）」で，「身体の形状は女性であったとしても生物学的には
男性であるとして」，競技団体によりオリンピックへの出場が拒
否された。
　事案②──障がい者X競技のE選手は，パラリンピックでは
なくオリンピックの代表としてエントリーしようとしたが，「左
脚の膝から下に装着している炭素繊維製のブレード義足が，健常
者の脚よりも競技能力を向上させる機能を有しているのではない
かが問題視され」，競技団体によりエントリーが拒否された。
 特段のスポーツ好きでもない読者は，いずれも現実離れした

事案だと思ったかもしれない。しかし，現実世界はしばしば我々
の知識や想像力を凌駕し，実に多様である。

Ⅱ 現実の事案
　事案①──スポーツファンにとって，南アフリカのC・セメン

1）　項目 1を参照。
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ヤ選手の名は馴染みのあるものだろう。3つの世界陸上（2009 年
ベルリン大会，2011 年大邱大会，2017 年ロンドン大会）と 2つのオ
リンピック（2012 年ロンドン大会，2016 年リオデジャネイロ大会）
の女子 800mで金メダルを獲得した，女子陸上界の「絶対王者」
である。
　彼女は生まれつき男性ホルモンのテストステロン（アンドロゲ
ン）の値が高く，それが骨や筋肉の発達に影響する可能性がある
として他選手から不公平との声があがり，2009 年，国際陸上競
技連盟が性別検査を実施したり，2018 年には同陸連がテストス
テロン値の高い女性選手の 400 m ～ 1 マイル（約 1600 m）の種目
への出場を制限するルールを作るなど，狙い撃ちとも言える不利
益処遇を受けてきた2）。
　事案②──ある集計によれば，聴覚障がい者を除く障がい者ア
スリートがオリンピックに参加した例は 2選手 6大会，同じ年の
オリンピック・パラリンピック両方に参加した例は 11 選手 14 大
会もある3）。

2）　その後，彼女は同ルールの無効を求めスポーツ仲裁裁判所に訴えを提起したが，
同裁判所及びスイス連邦最高裁で敗訴が確定した（2020 年 9 月）。スポーツ仲裁裁
判所（CAS, Court of Arbitration for Sport）については，生田圭「オリンピック・
パラリンピック時におけるスポーツ仲裁裁判所（CAS）の活動と開催国の法律家に
よるプロボノサービス」法セ 764 号（2018 年）27-31 頁を参照。また，彼女を巡る
一連の経緯については，小林智香子「セメンヤ選手の訴え棄却／男性ホルモン値の
高い女性選手の競技出場制限」週刊金曜日オンライン 2019 年 5 月 17 日（http://
www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/2019/05/17/gender-29/）や，小林恭子「世界陸上
断念の女子陸上セメンヤ選手はただの女性，レイプのような検査をやめて出場させて
ほしい」ニューズウィーク日本版 2019 年 8 月 29 日（https://www.newsweekjapan.
jp/kobayashi/2019/08/-dsd.php）を参照。2021 年 2 月には，欧州人権裁判所への提
訴が報道された。
3）　小倉和夫「オリンピックとパラリンピックの『結合』についての一試論」パラ
リンピック研究会紀要 7号（2017 年）1-18 頁〔8-9 頁〕を参照。
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1 2 オリンピック延期を巡る
法的問題

Ⅰ はじめに
　本書は，2020 年 1 月号から 9月号にかけて「法学教室」誌に
掲載された本書タイトルと同名のリレー連載をベースとして刊行
されたものである。そして，同リレー連載は，2020 年に開催さ
れる予定であった東京でのオリンピック・パラリンピックを契機
として，現代におけるスポーツにおいていかに法学が深く関係し
ているのかを，同誌の読者の方々に理解してもらうことを目的と
するものであった1）。
　しかし，その目論見は，2020 年初頭からの新型コロナウイル
ス感染症の世界的な拡大により，修正を余儀なくされてしまった。
すなわち，WHOは，2020 年 1 月 5 日に，中国湖北省武漢におい
て原因不明の肺炎が発生したことを発表し2），さらに続く 1月 9
日に，かかる肺炎患者から新型のコロナウイルスが検出されたこ
とを公表した3）。そして，1月 30 日，「国際的に懸念される公衆
衛生上の緊急事態」である旨を宣言するに至る4）。

1）　早川吉尚「本連載の趣旨と全体像」法教 472 号（2020 年）64 頁，65 頁。
2）　https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-
cause-china/en/
3）　https://www.who.int/china/news/detail/09-01-2020-who-statement-
regarding-cluster-of-pneumonia-cases-in-wuhan-china
4）　https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-
meeting-of-the-international-health-regulations-（2005）-emergency-committee-
regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-（2019-ncov）
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　日本においても，1月 28 日，「新型コロナウイルス感染症を指
定感染症として定める等の政令」が出され5），1月 30 日には内
閣総理大臣を本部長とする「新型コロナウイルス感染症対策本
部」が設置された6）。そして，コロナ禍が拡大してきた 4月 7日
には，「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づき7），「新
型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」が発出された8）。
　そして，かかる状況に鑑み，IOC，国際パラリンピック委員会
（IPC），東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
（以下「組織委員会」という），東京都，日本国政府は，2020 年 5
月 17 日，2020 年 7 月から開催される予定の東京でのオリンピッ
ク・パラリンピックが 1年延期され，2021 年 7 月から開催され
ることを決定した旨を，共同で表明した9）。
　しかし，1年延期した上で円滑にオリンピック・パラリンピッ
クを開催するということは，決して簡単なことではない。2020
年 7 月からの開催に向けて行われてきた全ての準備作業は一旦リ
セットされ，1年ほどの期間で，2021 年 7 月からの開催に向けた

5）　官報（令和 2年 1月 28 日号外特第 4号）2頁以下。
6）　https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/konkyo.pdf
7）　平成 24 年法律第 31 号。
8）　https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitai_sengen_0407.pdf
　なお，同緊急事態宣言の延長，2021 年 1 月の再発出，延長，再延長については以
下参照。
　https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitaisengen_gaiyou0504.pdf
　https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitaisengen_houkoku_20210107.pdf
　https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitaisengen_houkoku_20210202.pdf
　https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitaisengen_houkoku_20210305.pdf
9）　https://www.olympic.org/news/ioc-ipc-tokyo-2020-organising-committee-
and-tokyo-metropolitan-government-announce-new-dates-for-the-olympic-and-
paralympic-games-tokyo-2020
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